
草加市上下水道部

防災資材倉庫外構整備工事

　　仕　 　様 　　書　　

令和7年度施行



　
　

工
　
　
事
　
　
概
　
　
要

1.00 式

消費税相当額 金 円

改修工事

設　　計　　額 金 円

工　事　価　格 金 円

工 事 場 所

工            期 契約締結日から90日間

総　括　表

令和7年度 工事番号 5-07-2103

工　　事　　名 防災資材倉庫外構整備工事

草加市草加三丁目290番1、291番3　防災資材倉庫



費 目 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 金 額 摘 要

草 加 市 上 下 水 道 部

一般工事（改修） 改修工事 式
1

本　　　工　　　事　　　費　　　内　　　訳　　　書

本工事費

直接工事費

第１号内訳書

第２号内訳書

工事原価計

現場管理費

現場管理費計

共通仮設費計

間接工事費

（純工事費）

式
1

共通仮設費(積上分） 式
1

共通仮設費(率計上）
1

式

1



費 目 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 金 額 摘 要

草 加 市 上 下 水 道 部

改め

一般管理費計

本工事費計

一般管理費

本　　　工　　　事　　　費　　　内　　　訳　　　書

式

式契約保証費

工事価格

消費税相当額

1

1

2



改修工事 第　1　号

名　　　　　　　称 形　 状 　寸 　法 単 位 数　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要

草 加 市 上 下 水 道 部

内　　　　　　　訳　　　　　　　　書

直接仮設工事費 式
1

撤去工事 式

明細書第1号

明細書第3号

外構改修工事 式
1

明細書第2号

1

明細書第5号

明細書第4号

1

1

発生材処分 式

発生材運搬

計

式
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【積上げ共通仮設費】 第　２　号

名　　　　　　　称 形　 状 　寸 　法 単 位 数　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要

草 加 市 上 下 水 道 部

内　　　　　　　訳　　　　　　　　書

積上げ共通仮設費 式
1

明細書第6号

計

4



直接仮設工事 第　１　号

名　　　　　　　称 形　 状 　寸 　法 単 位 数　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要

16.0 980

草 加 市 上 下 水 道 部

ガードフェンス

仮設材運搬共

明　　　　　　　細　　　　　　　書

ｍ
H=1.8ｍ
柱脚固定具共

計

掛払い手間
供用1日賃料（修理費含む）
基本料（修理費含む）

20日供用（参考）
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外構改修工事 第　２　号

名　　　　　　　称 形　 状 　寸 　法 単 位 数　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要

7.0

草 加 市 上 下 水 道 部

メッシュフェンス及び
Co基礎　新設

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ厚50共
再生切込砕石厚100共

ｺﾝｸﾘｰﾄFc18N/㎜2　S=18
構造体補正+6N/㎜2共

異形鉄筋（横筋）D13＠150程度
異形鉄筋（縦筋）D13＠150程度
型枠共

ｍ 代価表第1号

小計

ｽﾁｰﾙ製H=1200
Co基礎 厚180
H=800（根入れ長400）

天端：ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え
基礎面：ｺﾝｸﾘｰﾄ面補修
土工事共

明　　　　　　　細　　　　　　　書
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外構改修工事 第　２　号

名　　　　　　　称 形　 状 　寸 　法 単 位 数　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要

1.0

草 加 市 上 下 水 道 部

伸縮門扉　新設

小計

明　　　　　　　細　　　　　　　書

基礎砕石共

代価表第2号
H1600
開口幅5000㎜程度

基

ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ
門柱共
土間Co叩き（Co舗装）共
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外構改修工事 第　２　号

名　　　　　　　称 形　 状 　寸 　法 単 位 数　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要

5.6

3.5

1.0

1.0

1.0

4.0

1.0

草 加 市 上 下 水 道 部

明　　　　　　　細　　　　　　　書

ｺﾝｸﾘｰﾄ（溶接金網共）
厚さ20㎝　車道用

歩道部路盤　新設 砂利地業　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ｍ3

鋼管ﾎﾟｰﾙ　新設
ﾎﾟｰﾙ（塗装共）
T4.0

本

ｍ2ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　新設

Co基礎
外灯基礎
400×400×1100

基

小計

基電気設備　設置（再使用） 代価表第3号

中低木　植付け セイヨウベニカナメモチ 本 代価表第4号

計

土工機械運搬 小規模土工 往復
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撤去工事 第　３　号

名　　　　　　　称 形　 状 　寸 　法 単 位 数　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要

9.0

0.4

2.0

1.0

1.7

0.1

1.0

1.0

3.0

草 加 市 上 下 水 道 部

高木　撤去
伐採伐根　人力
幹周15～25㎝未満

ﾌﾞﾛｯｸ縁石　撤去

再使用あり

ｍ3

ｍ

電気設備　撤去

基

ｍ3

ｍ3

鋼管ﾎﾟｰﾙ　撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱8ｍ（人力）準用 本

金網ﾌｪﾝｽ　撤去

伸縮門扉　撤去

Co舗装　撤去
とりこわし
機械　集積・積込み共

CB撤去　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ

CB門柱　撤去

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　撤去

CB撤去　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ

代価表第7号

基

明　　　　　　　細　　　　　　　書

本

代価表第8号

代価表第5号

代価表第6号

ｍ
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撤去工事 第　３　号

名　　　　　　　称 形　 状 　寸 　法 単 位 数　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要

2.0

1.7

草 加 市 上 下 水 道 部

根切り（機械）

計

中低木　撤去 本幹周15㎝未満

樹木廻り
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13ｍ3

明　　　　　　　細　　　　　　　書

ｍ3
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発生材運搬 第　４　号

名　　　　　　　称 形　 状 　寸 　法 単 位 数　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要

1.0

4.0

2.0

1.0

3.8

草 加 市 上 下 水 道 部

発生材運搬
2ｔ・3ｔダンプ
木くず
片道距離概ね25㎞

回

明　　　　　　　細　　　　　　　書

発生材運搬
2ｔ・3ｔダンプ
安定型混合廃棄物
片道距離概ね25㎞

回

発生材運搬
2ｔ・3ｔダンプ
Coガラ（有筋）
片道距離概ね25㎞

回

発生材運搬
2ｔ・3ｔダンプ
Coガラ（無筋）
片道距離概ね25㎞

回

建設発生土運搬
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13ｍ3
DID区間有　4.5㎞以下

ｍ3

計
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発生材処分 第　５　号

名　　　　　　　称 形　 状 　寸 　法 単 位 数　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要

2.1

6.3

3.8

0.1

3.8

草 加 市 上 下 水 道 部

明　　　　　　　細　　　　　　　書

発生材処分
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）
中間処理受入

ｔ

発生材処分
安定型混合廃棄物
中間処理受入

ｍ3

発生材処分
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）
中間処理受入

ｔ

発生材処分
木くず
中間処理受入

ｍ3

計

建設発生土受入費（石灰）
第1～3種建設発生土
地山

ｍ3
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積上げ共通仮設費 第　６　号

名　　　　　　　称 形　 状 　寸 　法 単 位 数　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要

草 加 市 上 下 水 道 部

明　　　　　　　細　　　　　　　書

交通誘導警備員B 人
15.0

計
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名　　　　　　　称 形　 状 　寸 　法 単 位 数　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ ｽﾁｰﾙ製　H1200 ｍ 1.00

組立工事費 ｍ 1.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ（生ｺﾝ人力打設） Fc18N/mm2 S-18 打設共 ｍ3 0.14

構造体強度補正 Fc18→Fc24　差額 ｍ3 0.14

早強ｾﾒﾝﾄ使用割増 Fc24 ｍ3 0.14

型枠 材工 ｍ2 1.60

異形鉄筋 SD295A D13 材工 ㎏ 9.15

天端
コンクリート金鏝押え

W=180 ｍ 1.00 W300準用

立上り（見掛り部）
コンクリート打放し面補修

部分補修 ｍ2 1.60

捨てコンクリート Fc18N/mm2 S-18 打設共 ｍ3 0.02

再生砕石 ｍ3 0.03

掘削 バックホウ0.13ｍ3 ｍ3 0.28

埋戻し バックホウ0.13ｍ3 ｍ3 0.06

草 加 市 上 下 水 道 部

メッシュフェンス及び
Co基礎　新設 1 ｍ　当たり 一位代価表 第　１　号

14



名　　　　　　　称 形　 状 　寸 　法 単 位 数　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要

計

改め

草 加 市 上 下 水 道 部

メッシュフェンス及び
Co基礎　新設 1 ｍ　当たり 一位代価表 第　１　号
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名　　　　　　　称 形　 状 　寸 　法 単 位 数　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要

伸縮門扉
H1600
開口幅5000程度

基 1.00

取付工事費 基 1.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　新設
ｺﾝｸﾘｰﾄ（溶接金網共）
厚さ20㎝　車道用

ｍ2 4.00

構造体強度補正 Fc18→Fc24　差額 ｍ3 0.80

早強ｾﾒﾝﾄ使用割増 Fc24 ｍ3 0.80

再生砕石 ｍ3 0.50

捨てコンクリート Fc18N/mm2 S-18 打設共 ｍ3 0.25

ｺﾝｸﾘｰﾄ（生ｺﾝ人力打設） Fc18N/mm2 S-18 打設共 ｍ3 0.38

構造体強度補正 Fc18→Fc24　差額 ｍ3 0.38

早強ｾﾒﾝﾄ使用割増 Fc24 ｍ3 0.38

計

改め

草 加 市 上 下 水 道 部

伸縮門扉　新設 1 基　当たり 一位代価表 第　２　号
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名　　　　　　　称 形　 状 　寸 　法 単 位 数　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要

電工 開閉器盤設置 人

MCCB3P30A 電力量計含む

その他 開閉器盤設置 式 1.00

MCCB3P30A 電力量計含む

配線工事
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ

EM-CE-3C　天井　3.5㎜2 ｍ 7.00

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ新設 22㎜2　1径間20ｍ相当 ｍ 5.00

計

改め

草 加 市 上 下 水 道 部

電気設備　設置（再使用） 1 式　当たり 一位代価表 第　３　号
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名　　　　　　　称 形　 状 　寸 　法 単 位 数　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要

セイヨウベニカナメモチ 樹高1.5ｍ 本 1.00

植付け 樹高100㎝～200㎝未満 本 1.00

計

改め

草 加 市 上 下 水 道 部

第　４　号中低木　植付け 1 本　当たり 一位代価表
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名　　　　　　　称 形　 状 　寸 　法 単 位 数　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去
鉄筋切断共
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ

ｍ3 0.09

集積共

普通作業員 金網ﾌｪﾝｽ　撤去　H1200 人

朝日UNﾌｪﾝｽ（A型）

A1200組立歩掛*0.3準用

根切り（機械） バックホウ0.13ｍ3 ｍ3 0.06

計

改め

草 加 市 上 下 水 道 部

金網ﾌｪﾝｽ　撤去 1 ｍ　当たり 一位代価表 第　５　号
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名　　　　　　　称 形　 状 　寸 　法 単 位 数　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要

普通作業員 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　撤去　H1500 人

朝日UNﾌｪﾝｽ（A型）

A1500組立歩掛*0.3準用

計

改め

草 加 市 上 下 水 道 部

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　撤去 1 ｍ　当たり 一位代価表 第　６　号
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名　　　　　　　称 形　 状 　寸 　法 単 位 数　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要

普通作業員
伸縮門扉　撤去
H1600　W5000

人

朝日ARﾌｪﾝｽ（A型）大型門扉

A1500*W5000参考歩掛*0.3準用

コンクリート撤去
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ
鉄筋切断共　集積共

ｍ3 0.86

計

改め

草 加 市 上 下 水 道 部

伸縮門扉　撤去 1 基　当たり 一位代価表 第　７　号

21



名　　　　　　　称 形　 状 　寸 　法 単 位 数　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要

電工 開閉器盤撤去（再使用あり） 人

MCCB3P30A 電力量計含む

その他 開閉器盤撤去（再使用あり） 式 1.00

MCCB3P30A 電力量計含む

動力ｹｰﾌﾞﾙ撤去
3.5㎜2-3C　天井
再使用しない

ｍ 5.00

計

改め

草 加 市 上 下 水 道 部

電気設備　撤去 1 式　当たり 一位代価表 第　８　号
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工 事 仕 様 書

［共通］

1  適用

　 本工事は、「埼玉県建築工事実務要覧」「公共建築工事標準仕様書【建築工事編】【電気設備工事編】

 【機械設備工事編】」「建築物解体工事共通仕様書」を優先として適用するものとする。

 　ただし、出来形管理等の検査基準については、表記図書のほかに「草加市建設工事検査基準」「草加

 市建設工事検査要領」を適用し、これを最優先とする。

   また、「埼玉県建築工事実務要覧」に規定されている項目について、草加市水道事業が定めたものに

 ついては、それを最優先とする。

   なお、不明な点が生じた場合は、契約に基づく協議等により施工するものとする。

2  不当要求行為の排除

　 受注者は、草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６号）第６条

 及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成８年告示第１５５号）第９条の規定に基づ

 き、次の事項を遵守しなければならない。

 （１）受注者及び受注者の下請業者が、暴力団等から不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為によ

     る被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告するとともに、所轄

     の警察署に届けること。

 （２）受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。

3  個人情報保護条等の遵守

　 受注者は、「個人情報の保護に関する法律（平成１５年条例第５７号）」及び草加市情報セキュリティ

 対策基準を遵守すること。また、業務上知り得た事項を漏らしてはならない。

4  彩の国建設リサイクル実施指針の遵守

　 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物

 の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

1 草加市上下水道部



工 事 仕 様 書

5  工事実績情報システム（CORINS）への登録

   受注者は、受注時又は変更時において請負代金額が５００万円以上の工事について、工事実績情報シ

 ステム（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確

 認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けた上、受注時は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は

 変更後１０日以内に、完成時は完成後（工事完成検査合格後）１０日以内（いずれも土曜日・日曜日・

 祝日・１２月２９日から１月３日までを含まない。）に、訂正時は速やかに（一財）日本建設情報総合

 センターに登録申請しなければならない。   

   登録対象は、工事請負代金額５００万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞ

 れ登録するものとする。ただし、単価契約の場合は、完成時に請負代金額の総額が５００万円以上の工

 事を対象とし、竣工登録を行うものとする。

 　また、（一財）日本建設情報総合センター発行の登録内容確認書が受注者に届いた場合は、その写し

 を直ちに担当監督員に提出しなければならない。

   なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

6  現場代理人の兼任について

   現場代理人の兼任については、「草加市公共工事に係る現場代理人の常駐業務緩和措置について」に

 よる。

7  主任技術者の兼任について

   主任技術者の兼任については、「草加市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領」による。

8　必要書類の提出

　 受注者は、「草加市建築工事関係様式集」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リ

 サイクル法）」に規定されている書類やその他監督員が指示する書類を速やかに提出しなければならない。

 なお、提出の際は、「埼玉県建築工事実務要覧」に掲載する様式等を準用するなどして使用するものとす

 る。また、草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力するものとする。
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9　建設廃棄物、建設発生土等の処理計画書の提出

　 受注者は、現場着手前に建設廃棄物、建設発生土等の処理計画書を提出すること。

   なお、建設廃棄物の処分に当たり、受注者は、処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約

 書の写しを処理計画書に添付しなければならない。また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合

 は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画書に添付しなけ

 ればならない。

10 建設発生土の搬出について

 （１）受注者は、５００㎥以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に

   　関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届出書を受理担当機関へ提出するものとする。

 （２）受注者は、１００㎥以上の建設発生土を草加市以外に搬出する場合は、搬出前に搬出先市町村の

   　担当窓口宛てに、搬出先市町村が定めた様式による「建設発生土搬出のお知らせ」を郵送・ＦＡＸ

　　 等で提出し、その写しを施工計画書に添付し監督員に提出するものとする。

11 安全・訓練等の計画

　 受注者は、工事内容に即した安全・訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に明記するものとす

 る。

12 境界資料

　 受注者は、発注者に対し、工事に係る境界の資料を求めるものとする。

13 既存杭の保全

　 受注者は、工事施工に当たり、境界杭、民杭を含めた全ての既存杭の保全について、責任を負わなけ

 ればならない。なお、民杭を撤去復旧等する場合は、地権者に立会いを求め、責任をもって行うものと

 する。
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14 境界杭の確認

　 境界杭の確認等については、次のとおり実施するものとする。なお、既存杭に影響のない工事につい

 ては、対象としないものとする。

 （１）工事着手前

 　　　受注者は、既存杭の確認を行い、写真、図面等で測量成果簿を作成し、提出するものとする。

 （２）構造物（側溝等）施工後

 　　　受注者は、施工した構造物等と既存杭又は仮杭との位置の確認を行い、写真、図面等で測量成果

　　 簿を作成し、提出するものとする。

 （３）工事完了後

 　　　受注者は、施工した構造物等と既存杭又は仮杭との位置の確認を行い、写真、図面等で測量成果

　　 簿を作成し、提出するものとする。

15 工事作業時間

　 工事作業時間は、通常午前９時００分から午後５時００分までとし、前後３０分間は準備・後片付け

 の時間とする。

   なお、道路使用許可時間以外に作業をすることが予想される場合は、事前に監督員と協議し、警察及

 び関係住民に連絡すること。ただし、道路工事等協議書により時間帯が指定されている場合は、当該協 

 議書を優先するものとする。

16 安全・訓練等の実施

　 受注者は、工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割り当て、現

 場に即した安全・訓練等を実施するものとする。

 　なお、実施内容については、次の項目を参考とする。

 （１）安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育

 （２）工事内容等の周知徹底

 （３）建築工事安全施工技術指針等の周知徹底
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 （４）災害対策訓練

 （５）現場で予測される事故の対応訓練

 （６）その他、安全・訓練等として必要な事項

17 占用物付近での施工

   受注者は、地下埋設物及び架空線付近を施工する際には、必ず管理者の立会いを求め、指示を仰ぐと

 ともに、十分注意して施工しなければならない。

18 局地的な大雨に対する工事等安全対策

   受注者は、以下の（１）から（４）までの内容について、安全管理計画を明記した施工計画書を作成

 し、発注者の確認を得るとともに、その内容について作業員への周知徹底を図ること。また、補完する

 情報として、「局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き（案）（平成２０年１０月

 　局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策検討委員会）」に準じるものとする。

 （１）現場特性の事前把握

     　受注者は、作業現場付近の浸水被害、既往事故、ハザードマップ等の資料を基に、作業現場の状

   　況を把握すること。

 （２）工事等の中止・再開基準の設定

       受注者は、標準的な中止基準を踏まえ、現場特性に応じた工事箇所ごとの中止基準を設定するこ

     と。

       また、工事等開始後に気象情報や気象状況の変化により大雨の予兆を捉えた場合には、中止基準

     に至る前の時点においても、これらの中止基準を補完する情報を活用し、工事等の中止判断を的確

     に行うこと。工事等の開始に当たっては、中止基準に抵触せず、当該作業現場の安全が十分確保さ

     れていることを確認すること。

       また、工事等の中止及び再開を行った場合には、監督員にその旨連絡すること。

       なお、標準的な中止基準とは、当該工事等箇所又は上流部に洪水又は大雨の注意報・警報が発表

     された場合のことをいう。
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 （３）迅速に退避するための対応

 （４）日々の安全管理の徹底

19 再生砂の使用

　 再生砂を使用する工種がある場合は、使用に先立って、六価クロム溶出試験を１購入先当たり１検体

 の頻度で実施し、試験結果(計量証明)を材料使用前に監督員へ提出するものとする。使用予定の再生砂

 が環境基準に適合しない結果となった場合は、別の購入先を選定し、同様の試験を行い、適合した材料

 を使用するものとする。

   なお、試験方法は、セメント及びセメント系固化剤を使用した改良土等の六価クロム溶出試験要領に

 よるものとする。

20 工事標示板

　 受注者は、草加市指定の工事標示板（色・形状・寸法・イラスト）を使用するとともに、請負金額、

 工事請負単価（原則１ｍあるいは１㎡当たり）、緊急連絡先、道路使用許可証の写し等を明示しなけれ

 ばならない。また、工事標示板、工事予告板、規制標識等の路上工事看板は、歩行者等の安全を考え、

 緩衝材（ソフトカバー）を取り付けるものとする。

21 協議書

　 受注者は、工事の施工について協議を必要とする事項が生じた場合は、指定の「協議書」等を使用する

 ものとする。

22 交通誘導員

　 受注者は、交通に支障となる箇所には、現場の実状や施工方法により、これに対応する交通誘導員を

 配置しなければならない。また、交通誘導員は、道路使用許可書の写しを携帯しなければならない。
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23 民地内の施工

　 受注者は、民地内を施工する際には、監督員、地権者等の承諾を得てから着工しなければならない。

24 構造物等が越境した場合の是正

　 施工した構造物等が越境している場合については、受注者は、発注者が定めた期限までに是正するも

 のとする。

25 請負代金額の変更

   草加市建設工事請負契約約款第１９条及び第２５条で規定する請負代金額の変更協議については、設

 計図書の訂正又は変更に伴う変更工事価格に落札率を乗じた額を原則として行うものとする。

26 工事を中止する場合の安全対策

   草加市建設工事請負契約約款第２０条で規定する工事の中止については、受注者の責務において工事

 用地等の安全を確保するものとする。

27 現場事務所

　 敷地に現場事務所を設置する場合、行政財産使用手続を行い、賃料･光熱費等を支払わな ければなら

 ない。

28 現場から発生した雨水等の処理について

　 現場から発生した雨水等の処理は、沈殿槽等にてあらかじめ水質を確認してから行うこと。

29 電子成果品

　 電子成果品は「草加市電子納品運用ガイドライン」に基づき作成し、データを格納した電子媒体

 （ＣＤ－Ｒ）を正、副各１部提出する。なお、電子成果品によらないものは、従来とおり紙で納品す

　る。
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30 作業員の車両の出入について

　 作業員の車両の出入口については、歩行者や自転車の通行が多いことから、十分に安全確認を行い、

 出入すること。

31 法定外の労災保険の付保

   受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

32 特定建設作業について

　 受注者は「騒音規制法」、「振動規制法」、「草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例」に定

 められた特定建設作業を実施する場合においては、監督員に報告を行い、該当する特定建設作業の開始

 ７日前までに法令及び条例で定められた事項を記載して市長（草加市環境課）に届出を行うこととする。

 その写しを監督員に提出するものとする。

33 人権の尊重について

　 受注者は、工事の実施に際して人権を尊重するとともに、工事に関わる者が人権に配慮することがで

 きるよう努めること。

（建設発生土の処分について）

34　建設発生土は、土質改良プラントへの指定処分とする。

　搬出を想定している施設は以下のとおりであるが、別の施設を選定する場合には、事前に監督員の承

　認を得ること。

　・搬出先　

　　　土質改良プラント　草加市長栄１－６３０－１、（株）埼玉車輛　改良土プラント

35 使用機械及び仮設について

　 使用機械の機種・規格、施工方法、仮設及び安全対策等は特記仕様書で定めのある場合を除き、受注
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 者側の責任において任意で定め施工すること。

36 工事抑制の取組について

　 受注者は、「埼玉県内工事の一斉休工の取組」や「行楽期、年末・年始期間における道路工事等の抑

 制」等、国及び県などが実施する工事抑制について、特別な理由がある場合を除き、取組むこととする。

37 請負代金額の変更

   草加市建設工事請負契約約款第１９条及び第２５条で規定する請負代金額の変更協議については、設

 計図書の訂正又は変更に伴う変更工事価格に落札率を乗じた額を原則として行うものとする。

（草加市地元企業優先発注等に係る実施方針）

38 工事の施工に伴い、下請業者（協力業者）を選定する場合においては、市内業者を優先的に選定する

 よう努めるものとする。また、建設用資材の購入や建設機械の借入等をする際においても、市内業者を

 優先的に選定するよう努めるものとする。

 (納品)

39 受注者は、工事の完成における提出書類に下記の物を併せて提出するものとする。

 （１）産業廃棄物管理表（マニフェスト）Ｅ票の写し（検査時は原本持参とする。）

 （２）建設発生土の受入証明（原本）、他法令等の許可証写し

 （３）再資源化等報告書

 （４）その他（担当監督員の指示による）

（再生源利用計画書等の提出及び掲示について）

40　施工計画作成時に「再生資源利用計画書」「再生資源利用促進計画書」及び「工事登録証明書」、

　完了時に「再生資源利用実施所」「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」を提出するこ

　ととする。また、「再生資源利用計画書」「再生資源利用促進計画書」は工事現場の公衆が見やすい
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　場所に掲示することとする。

（熱中症対策について）

41　受注者は、作業期間中、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた、熱中症対策を講じる

　こと。特に、WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続１時間以上又は１日４時間を超えて実施

　が見込まれる作業においては、対策を徹底すること。また、熱中症対策として、一般的な熱中症に関

　する項目以外を実施する場合については、監督員と協議を行うこと。

（現場事務所について）

42　原則、現場事務所は設けないこととする。現場事務所を設ける場合は、監督員と別途協議を行うこ

　と。

（電気設備の撤去再設置について）

43　電気設備撤去再設置に伴う、電力メータの移設は東京電力パワーグリッド㈱と調整の上、施工する

　こと。
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1  遠隔臨場の目的及び活用

   遠隔臨場とは、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者(

 監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、ウェアラブルカメラ等に

 よる映像と音声の双方向通信を使用して「段階確認」、「材料確認」及び「立会」等を行うものである。

　 なお、実施に当たっては、『官庁営繕事業の建設工事における遠隔臨場に関する実施要領』に基づく

 ものとし、実施前に監督員と協議を行うこと。
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